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改  訂  前 改  訂  後 説  明 

 

えべつ未来づくりビジョン 

＜第６次江別市総合計画＞ 

 

「みんなでつくる未来のまち えべつ」 

平成２６（２０１４）年度～平成３５（２０２３）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えべつ未来づくりビジョン 

＜第６次江別市総合計画＞ 

 

「みんなでつくる未来のまち えべつ」 

２０１４年度（平成２６年度）～２０２３年度     

素案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元号変更により修正 
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政策０２ 産業 

 

基本目標 地域特性を活かした産業が躍動するえべつをめざします 

政策展開の方向性 

 地域における活発な産業活動は、雇用を創出して活気のあるまちをつくります。北

海道最大の都市である札幌市に隣接している立地を活かした都市型農業の推進、地域

の特性を活かし、産業間連携や産学官連携等による商工業の振興と新たな地域資源の

掘り起しによる観光振興などによって地域経済の活発化を図るとともに、新しい産業

振興策の展開に取り組みます。 

 

取組の基本方針 ０２－０１ 略 

０２－０２ 商工業の振興 

０２－０３ 略 

 

０２－０２ 商工業の振興 

 

（１）～（５） 略 

 

（６）就業環境の充実 

       就業機会の確保や職務能力向上に向けた支援を行うことで、経

済・社会の変化に応じた雇用の安定を図り、ゆとりを持って働くことができるよ

うに、就業環境の充実を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政策０２ 産業 

 

基本目標 地域特性を活かした産業が躍動するえべつをめざします 

政策展開の方向性 

 地域における活発な産業活動は、雇用を創出して活気のあるまちをつくります。北

海道最大の都市である札幌市に隣接している立地を活かした都市型農業の推進、地域

の特性を活かし、産業間連携や産学官連携等による商工業の振興と新たな地域資源の

掘り起しによる観光振興などによって地域経済の活発化を図るとともに、新しい産業

振興策の展開に取り組みます。 

 

取組の基本方針 ０２－０１ 略 

０２－０２ 商工業の振興 

０２－０３ 略 

 

０２－０２ 商工業の振興 

 

（１）～（５） 略 

 

（６）就業環境の充実 

求職者に対する就業機会の確保や職務能力向上に向けた支援を行うことで、企

業における人材確保や求職者の職場適応を促し、経済・社会の変化に応じた  

     就業環境の充実を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）就業環境の充実 

就業環境の課題が雇用確保から人材

確保に変化していることから、現状

に合わせ内容を一部変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

政策０３ 福祉・保健・医療 

 

基本目標 だれもが健康的に安心して暮らせるえべつをめざします 

政策展開の方向性 

全ての市民が生涯を通じて健康に過ごせるよう健康意識の向上と健康づくりの推進

に努め、病気や怪我をした際には、必要な治療が迅速かつ適切に受けられるよう地域

医療体制と市立病院経営の安定を図ります。 

また、だれもが安心して生活できるよう保険・医療など社会保障制度の周知に努め

るとともに、制度の安定した運営を図ります。 

さらに、障がいのある方や高齢者が、地域でいきいきと自立した生活が送られるよ

うサービスの充実を図るとともに、市民の地域福祉に対する理解を深め、人材を確保

することで、地域全体で支え合う体制づくりを推進します。 

 

取組の基本方針 ０３－０１ 略 

０３－０２ 略 

０３－０３ 略 

０３－０４ 高齢者福祉の充実 

０３－０５ 安心した社会保障制度運営の推進 

 

０３－０４ 高齢者福祉の充実 

 

（１） 略 

 

（２）介護予防と自立生活の支援 

高齢者の健康保持・増進のため、介護予防・生活支援サービスを通じて、  

           自立した生活が     できるよう支援を進めます。 

 

（３）在宅福祉サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるとともに、   

                               高齢者を介護す

る家族の負担を軽減する適切なサービスの提供に努めます。 

 

（４） 略 

 

 

政策０３ 福祉・保健・医療 

 

基本目標 だれもが健康的に安心して暮らせるえべつをめざします 

政策展開の方向性 

全ての市民が生涯を通じて健康に過ごせるよう健康意識の向上と健康づくりの推進

に努め、病気や怪我をした際には、必要な治療が迅速かつ適切に受けられるよう地域

医療体制と市立病院経営の安定を図ります。 

また、だれもが安心して生活できるよう保険・医療など社会保障制度の周知に努め

るとともに、制度の安定した運営を図ります。 

さらに、障がいのある方や高齢者が、地域でいきいきと自立した生活が送られるよ

うサービスの充実を図るとともに、市民の地域福祉に対する理解を深め、人材を確保

することで、地域全体で支え合う体制づくりを推進します。 

 

取組の基本方針 ０３－０１ 略 

０３－０２ 略 

０３－０３ 略 

０３－０４ 高齢者福祉の充実 

０３－０５ 安心した社会保障制度運営の推進 

 

０３－０４ 高齢者福祉の充実 

 

（１） 略 

 

（２）介護予防と自立生活の支援 

高齢者の健康保持・増進のため、介護予防に取り組むとともに地域の支え合い

体制づくりを進め、自立した生活を送ることができるよう支援を進めます。 

 

（３）在宅福祉サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるように、住まい・

医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供をめざすとともに、高齢者を介護す

る家族の負担を軽減する適切なサービスの提供に努めます。 

 

（４） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護予防と自立生活の支援 

地域の多様な主体や人材を活用した

介護予防体制の推進を図るため、内

容を一部変更する。 

 

（３）在宅福祉サービスの充実 

利用者の状態に応じた適切な医療・

介護サービスの提供や在宅生活を支

援するサービスの拡充を図るため、

内容を一部変更する。 
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０３－０５ 安心した社会保障制度運営の推進 

 

（１）生活困窮者への支援 

法律に基づく健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、就労支援事

業の充実等により、経済的に自立した生活を送れるように支援します。         

                                        

                            

 

（２）～（４） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０３－０５ 安心した社会保障制度運営の推進 

 

（１）生活困窮者への支援 

法律に基づく健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、就労支援事

業の充実等により、経済的に自立した生活を送れるように支援します。また、生

活保護に至る前の困窮者を対象として実施している、生活困窮者自立支援事業と

連携して相談や支援プランを通じて支援を進めます。 

 

（２）～（４） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生活困窮者への支援 

生活困窮者自立支援法に基づく、生

活困窮者自立支援事業の実施に伴

い、現状に合わせ内容を追加する。 
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政策０４ 安全・安心 

 

基本目標 だれもが安全で安心して暮らせるえべつをめざします 

政策展開の方向性 

交通安全や防犯活動の推進、生活衛生環境や冬季生活環境の充実などを通じて安全

で快適な社会環境を築いていくとともに、地域防災力の向上や消防・救急体制の充実

を図ることにより、災害に強く、だれもが末永く安心して暮らせるまちづくりを進め

ます。 

 

取組の基本方針 ０４－０１ 安全な暮らしの確保 

         ０４－０２ 略 

０４－０３ 消防・救急の充実 

 

０４－０１ 安全な暮らしの確保 

 

（１）～（３） 略 

 

（４）生活衛生環境の充実 

まちの衛生や美観、安全が損なわれることを防止するため、ペットの適正な飼

育に関する啓発活動、及び空き地の適正管理についての指導等を行い、市民が住

みやすい生活衛生環境の充実に努めていきます。                            

                                                                    

 

（５） 略 

 

０４－０３ 消防・救急の充実 

 

（１） 略 

 

（２）救急体制の充実 

高齢化社会の進展等に伴い増加する救急需要へ対応するため、       

                      救急業務の高度化や救急車適正利用の

啓発を推進します。また、市民への情報提供に努め情報の共有化を図るとともに、

地域医療機関や関係部局等と連携した救急体制の充実強化を図ります。 

 

政策０４ 安全・安心 

 

基本目標 だれもが安全で安心して暮らせるえべつをめざします 

政策展開の方向性 

交通安全や防犯活動の推進、生活衛生環境や冬季生活環境の充実などを通じて安全

で快適な社会環境を築いていくとともに、地域防災力の向上や消防・救急体制の充実

を図ることにより、災害に強く、だれもが末永く安心して暮らせるまちづくりを進め

ます。 

 

取組の基本方針 ０４－０１ 安全な暮らしの確保 

         ０４－０２ 略 

０４－０３ 消防・救急の充実 

 

０４－０１ 安全な暮らしの確保 

 

（１）～（３） 略 

 

（４）生活衛生環境の充実 

まちの衛生や美観、安全が損なわれることを防止するため、ペットの適正な飼

育に関する啓発活動、及び空き地の適正管理についての指導等を行い、市民が住

みやすい生活衛生環境の充実に努めていきます。また、空き家等の発生抑制及び

危険空き家への対応等により、安全で安心な生活環境の確保に努めます。 

 

（５） 略 

 

０４－０３ 消防・救急の充実 

 

（１） 略 

 

（２）救急体制の充実 

高齢化社会の進展等に伴い増加する救急需要へ対応するため、需要の分析と調

査を行い救急隊の効率的な運用等の検討と救急業務の高度化や救急車適正利用の

啓発を推進します。また、市民への情報提供に努め情報の共有化を図るとともに、

地域医療機関や関係部局等と連携した救急体制の充実強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）生活衛生環境の充実 

「江別市空家等対策計画」の策定に

伴い、空き家等がもたらす防災、衛

生、景観などの住環境悪化に対応す

るため、内容を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）救急体制の充実 

業務執行体制構築のため、現状の取

組を踏まえ、内容を一部変更する。 
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（３）火災予防対策の推進 

火災予防運動をはじめとする防火思想の普及、放火をされない環境づくりや消

火器の設置促進など、               住宅防火対策を推進し、火

災による被害の軽減を図ります。                      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）火災予防対策の推進 

火災予防運動をはじめとする防火思想の普及、放火をされない環境づくりや住

宅用火災警報器の設置促進及び適正な維持管理など、住宅防火対策を推進し、火

災による被害の軽減を図ります。また、地域の防火・防災力の向上のために民間

防火組織の育成強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）火災予防対策の推進 

住宅用防災機器の普及促進など、地

域と連携した安全対策の推進を図る

ため、現状に合わせ内容を一部変

更・追加する。 
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政策０５ 都市基盤 

 

基本目標 暮らしやすさを実感できるえべつに向けて都市基盤の形成をめざします

政策展開の方向性 

市民が暮らしやすく、いつまでも住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。 

駅を中心としたにぎわいのある拠点を創出し、子どもから高齢者、障がいのある方

までだれもが安心して過ごすことのできる計画的な市街地整備の推進や、安全で快適

な道路環境の確保と公共交通の活性化など 

による交通環境の充実によって、暮らしやすさを実感できるまちに向けた都市基盤の

形成を進めます。 

 

取組の基本方針 ０５－０１ 市街地整備の推進 

０５－０２ 交通環境の充実 

 

０５－０１ 市街地整備の推進 

 

（１）～（３） 略 

 

（４）計画的な土地利用の推進 

現在の市街地規模を基本とし、様々な都市機能が集積する鉄道駅周辺を中心に、

それぞれの地域と連携を図りながら、              計画的な土

地利用を推進します。 

 

（５）～（６） 略 

 

（７）住みかえ支援の推進 

住みかえ支援         などにより、高齢者が住みやすい住環境づく

りを進めるとともに、      子育て世代の定住化を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

政策０５ 都市基盤 

 

基本目標 暮らしやすさを実感できるえべつに向けて都市基盤の形成をめざします

政策展開の方向性 

市民が暮らしやすく、いつまでも住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。 

駅を中心としたにぎわいのある拠点を創出し、子どもから高齢者、障がいのある方

までだれもが安心して過ごすことのできる計画的な市街地整備の推進や、安全で快適

な道路環境の確保と公共交通の活性化など 

による交通環境の充実によって、暮らしやすさを実感できるまちに向けた都市基盤の

形成を進めます。 

 

取組の基本方針 ０５－０１ 市街地整備の推進 

０５－０２ 交通環境の充実 

 

０５－０１ 市街地整備の推進 

 

（１）～（３） 略 

 

（４）計画的な土地利用の推進 

現在の市街地規模を基本とし、様々な都市機能が集積する鉄道駅周辺を中心に、

それぞれの地域と連携を図るコンパクトなまちづくりの考えのもと、計画的な土

地利用を推進します。 

 

（５）～（６） 略 

 

（７）住みかえ支援の推進 

住みかえ支援や空き家等の利活用などにより、    住みやすい住環境づく

りを進め、高齢者の市内居住維持と子育て世代の定住化をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画的な土地利用の推進 

計画での江別版コンパクトなまちづ

くりの推進を明確にするため、内容

を一部変更する。 

 

 

 

（７）住みかえ支援の推進 

「江別市空家等対策計画」の策定に

伴い、空き家等の利活用を推進する

ため、内容を一部変更する。 
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０５－０２ 交通環境の充実 

 

（１）～（２） 略 

 

（３）公共交通の最適化 

駅を中心とした公共交通の再構築を基本として、公共交通の利用促進や最適化

を図ることにより、市民の足を守ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０５－０２ 交通環境の充実 

 

（１）～（２） 略 

 

（３）公共交通の最適化 

駅を中心とする交通網を基本とし、地域の実情に即した持続可能な公共交通の

形成を推進します。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公共交通の最適化 

「江別市地域公共交通網形成計画」、

「地域公共交通再編実施計画」の策

定に伴い、地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律に基づく公共交

通政策の推進を図るため、現状に合

わせ内容を一部変更する。 
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政策０６ 子育て・教育 

 

基本目標 未来のえべつを支える元気で情操豊かな子どもたちの育成をめざします

政策展開の方向性 

子育て環境を充実させることにより、安心して子どもを産み育てられ、就業と子育

ての両立もできるまちをつくります。 

教育では、子どもたちが多様で変化の激しい社会を生き抜いていく力を養成するこ

とに主眼をおき、個性を尊重しつつ確かな学力の定着に努めます。安全で安心な教育

環境の下で地域社会全体が連携し、次代を担う心身ともに健康な子どもたちを育てま

す。 

 

取組の基本方針 ０６－０１ 子育て環境の充実 

         ０６－０２ 略 

 

０６－０１ 子育て環境の充実 

 

（１）母子保健の充実 

妊産婦、乳幼児の健康管理のため、健診や相談を通じて、母性の保護と子ども

の健やかな成長を図ります。                        

                                

 

（２）地域子育て支援の充実 

子育ての負担を軽減するため、子育てに関連する様々な情報の提供や相談のほ

か、乳幼児が自由に遊べる場の充実を図ります。また、配慮の必要な子育て家庭

への支援の充実に努め、地域全体で子育てする環境づくりを進めます。 

                                    

                                        

                   

 

（３）未就学期児童への支援 

未就学期児童に良質な幼児教育や保育を受ける機会を提供し、仕事を持つ保護

者には、安心して子どもを預け働くことができるよう、子ども・子育て支援を行

います。 

 

 

政策０６ 子育て・教育 

 

基本目標 未来のえべつを支える元気で情操豊かな子どもたちの育成をめざします

政策展開の方向性 

子育て環境を充実させることにより、安心して子どもを産み育てられ、就業と子育

ての両立もできるまちをつくります。 

教育では、子どもたちが多様で変化の激しい社会を生き抜いていく力を養成するこ

とに主眼をおき、個性を尊重しつつ確かな学力の定着に努めます。安全で安心な教育

環境の下で地域社会全体が連携し、次代を担う心身ともに健康な子どもたちを育てま

す。 

 

取組の基本方針 ０６－０１ 子育て環境の充実 

         ０６－０２ 略 

 

０６－０１ 子育て環境の充実 

 

（１）母子保健の充実 

妊産婦、乳幼児の健康管理のため、健診や相談を通じて、母性の保護と子ども

の健やかな成長を図ります。また、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支

援を提供する体制を整えます。 

 

（２）地域子育て支援の充実 

子育ての負担を軽減するため、支援を必要とする子育て家庭に対して、関係機

関が連携しながら切れ目のない支援の実施に努め、地域全体で子育てする環境づ

くりを進めます。                         

また、親子が集える交流やあそびの場を提供し、子育て世代の交流を促すとと

もに、子育てに関連する様々な情報の提供や相談対応を充実することで、子育て

に関する不安の解消に努めます。 

 

（３）未就学期児童への支援 

未就学期の多様な子育てニーズに対応するため、良質な幼児教育や保育を受け

る機会を提供するとともに、働きながら安心して子育てができる環境づくりを進

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）母子保健の充実 

子育て世代包括支援センター、市区

町村子ども家庭支援拠点を開設し、

利用者支援事業の拡大や関係機関と

の連携体制の検討を図るため、現状

に合わせ内容を追加する。 

 

（２）地域子育て支援の充実 

子育て世代包括支援センター、市区

町村子ども家庭支援拠点を開設し、

利用者支援事業の拡大や関係機関と

の連携体制の検討や、子ども・子育

て支援制度の改正に伴い、地域にお

ける子育て支援体制の充実を目的と

した地域あそびのひろばの見直しの

ため内容を一部変更・追加する。 

 

（３）未就学期児童への支援 

待機児童の緩和や、多様な子育てニ

ーズの高まりへの対応のため、現状

に合わせ内容を変更する。 
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（４）学齢期児童への支援 

学齢期児童の健やかな成長のため、                  地

域の人たちとの交流や子どもの自主性を尊重した運営など、放課後活動の充実に

努めます。 

                                     

                        

 

（５）療育支援の充実 

                        子どもの発達に関する相談や通

所による支援など早期から                    療育支援が

受けられる体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学齢期児童への支援 

学齢期  の健やかな成長を助長するため、児童の自主性を尊重した運営や地

域の人たちとの交流等の放課後活動を推進します。             

           

また、児童が放課後を安心、安全に過ごすことができ、保護者が就業と子育て

を両立できる放課後対策の推進に努めます。 

 

（５）療育支援の充実 

関係機関との連携体制の充実を図るとともに、子どもの発達に関する相談や通

所による支援などを通じて、発達に関する不安を軽減し、早い時期から療育  が

受けられる体制の充実を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学齢期児童への支援 

江別市子ども・子育て支援事業計画

に基づく校区ごとの待機児童等の状

況を踏まえた、放課後児童クラブの

運営を推進するため、内容を一部変

更・追加する。 

 

（５）療育支援の充実 

障がい児福祉計画の策定に伴い、重

層的な地域支援体制の充実を目的と

した、子ども発達支援センターの役

割を推進するため、内容を一部変更

する。 
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政策０７ 生涯学習・文化 

 

基本目標 心の豊かさを実感できる成熟した生涯学習のまち・えべつ 

の実現をめざします 

政策展開の方向性 

 市民が生涯にわたって、学習・文化活動・スポーツを気軽に行える場を提供し、市

民が心身ともに健やかで充実した生活を営めるようにします。また、長い歴史を持つ

れんが産業や文化・歴史遺産を通じて、市民のふるさと意識の醸成を図ります。 

 

取組の基本方針 ０７－０１ 略 

０７－０２ 略 

０７－０３ 市民スポーツ活動の充実 

 

０７－０３ 市民スポーツ活動の充実 

 

（１）スポーツ・レクリエーション機会の充実 

スポーツ関連団体や体育施設等の施設管理者等との連携により、スポーツ・レ

クリエーション大会や講座の充実を図り、幅広い年齢層に対応したスポーツ・レ

クリエーション活動を提供します。 

                                    

               

 

（２）～（３） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策０７ 生涯学習・文化 

 

基本目標 心の豊かさを実感できる成熟した生涯学習のまち・えべつ 

の実現をめざします 

政策展開の方向性 

 市民が生涯にわたって、学習・文化活動・スポーツを気軽に行える場を提供し、市

民が心身ともに健やかで充実した生活を営めるようにします。また、長い歴史を持つ

れんが産業や文化・歴史遺産を通じて、市民のふるさと意識の醸成を図ります。 

 

取組の基本方針 ０７－０１ 略 

０７－０２ 略 

０７－０３ 市民スポーツ活動の充実 

 

０７－０３ 市民スポーツ活動の充実 

 

（１）スポーツ・レクリエーション機会の充実 

スポーツ関連団体や体育施設等の施設管理者等との連携により、スポーツ・レ

クリエーション大会や講座の充実を図り、幅広い年齢層に対応したスポーツ・レ

クリエーション活動を提供します。 

また、スポーツ合宿誘致に取り組み、合宿参加選手との交流を通して、市民ス

ポーツ推進を図ります。 

 

（２）～（３） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）スポーツ・レクリエーション

機会の充実 

これまでのスポーツ合宿誘致の取組

を踏まえ、内容を追加する。 
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政策０８ 協働 

 

基本目標 市民や各種団体など多様な主体が、協働でまちづくりに取り組むえべつ

をめざします 

政策展開の方向性 

江別市自治基本条例の理念に基づき、市政への市民参加を進めるとともに、市民、

自治会、市民活動団体、企業、大学などの各種団体と連携して魅力ある協働のまちづ

くりを推進します。また、グローバルな視点に立ち、人材・団体の育成を進め、在住

外国人とも協力し合うなど、国際交流を推進します。 

 

取組の基本方針 ０８－０１ 協働のまちづくりの推進 

０８－０２ 略 

 

０８－０１ 協働のまちづくりの推進 

 

（１） 略 

 

（２）市政への市民参加の拡大 

江別市自治基本条例の理念にのっとり、より良いまちづくりを行うため、  

             常に市民ニーズに合った手法を工夫するなど、市政へ

の市民参加の拡大に努めます。 

 

（３）～（６） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策０８ 協働 

 

基本目標 市民や各種団体など多様な主体が、協働でまちづくりに取り組むえべつ

をめざします 

政策展開の方向性 

江別市自治基本条例の理念に基づき、市政への市民参加を進めるとともに、市民、

自治会、市民活動団体、企業、大学などの各種団体と連携して魅力ある協働のまちづ

くりを推進します。また、グローバルな視点に立ち、人材・団体の育成を進め、在住

外国人とも協力し合うなど、国際交流を推進します。 

 

取組の基本方針 ０８－０１ 協働のまちづくりの推進 

０８－０２ 略 

 

０８－０１ 協働のまちづくりの推進 

 

（１） 略 

 

（２）市政への市民参加の拡大 

江別市自治基本条例の理念にのっとり、より良いまちづくりを行うため、江別

市市民参加条例に基づき、常に市民ニーズに合った手法を工夫するなど、市政へ

の市民参加の拡大に努めます。 

 

（３）～（６） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市政への市民参加の拡大 

「江別市市民参加条例」の策定に伴

い内容を一部変更する。 
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政策０９ 計画推進 

 

基本目標 透明性が高く、効率的で公平な市政運営を行い、着実に計画を推進しま

す 

政策展開の方向性 

効率的な行政サービスの執行と健全な財政の確保により、市の基礎自治体としての

機能を充実させ、自主・自立の市政運営を推進します。また、市政の透明性を確保す

るとともに、市民と市の情報共有を図るため、広報広聴の充実を図り、情報公開や個

人情報保護制度を適正に運用します。 

さらに、男女共同参画による市政運営を推進するために、男女平等意 

識の醸成に努めます。 

 

取組の基本方針 ０９－０１ 略 

０９－０２ 透明性と情報発信力の高い市政の推進 

０９－０３ 略 

 

０９－０２ 透明性と情報発信力の高い市政の推進 

 

（１） 略 

 

（２）広報の充実 

               江別市の魅力や特徴的な取組を広く周知するととも

に、状況に応じて江別市が発信する情報を市民が         入手しやす

い環境を整備し、広報を通じた情報共有を推進します。 

 

（３） 略 

 

                                      

 

（追加） 

 

 

 

 

政策０９ 計画推進 

 

基本目標 透明性が高く、効率的で公平な市政運営を行い、着実に計画を推進しま

す 

政策展開の方向性 

効率的な行政サービスの執行と健全な財政の確保により、市の基礎自治体としての

機能を充実させ、自主・自立の市政運営を推進します。また、市政の透明性を確保す

るとともに、市民と市の情報共有を図るため、広報広聴の充実を図り、情報公開や個

人情報保護制度を適正に運用します。 

さらに、男女共同参画による市政運営を推進するために、男女平等意 

識の醸成に努めます。 

 

取組の基本方針 ０９－０１ 略 

０９－０２ 透明性と情報発信力の高い市政の推進 

０９－０３ 略 

 

０９－０２ 透明性と情報発信力の高い市政の推進 

 

（１） 略 

 

（２）広報の充実 

シティプロモートにより、江別市の魅力や特徴的な取組を広く発信するととも

に、      江別市が提供する情報を市民が様々な手段によって入手しやす

い環境を整備し、広報を通じた情報共有を推進します。 

 

（３） 略 

 

                                      

 

【用語解説】 

 ※ 1 シティプロモート：まちを発展させるために、人や物や情報などの資源を利

活用していく取組であり、本計画では、「シティプロモート」を単なる情報発信に

とどめずに、江別市の持つ魅力や優位性を市内外に、効果的に発信していく取組の

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）広報の充実 

計画でのシティプロモートの位置付

けを明確にするため、内容を一部変

更する。 


